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令和６年度決算における西之表市健全化判断比率及び資金不足比率（法非適用）の
審査意見の提出について 

 
 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定によ
り、審査に付された令和６年度決算における西之表市健全化判断比率及び資金不足比率（法
非適用）並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査したので、次のと
おり審査意見を提出します。 
 
  





 

令和６年度 健全化判断比率審査及び資金不足比率（法非適用）審査意見 
 
第１ 審査の基準 
   この審査は、西之表市監査基準に基づいて実施した。 

第２ 審査の種類 
   地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づく審査（健全

化判断比率審査）及び第２２条第１項に基づく審査（資金不足比率審査） 

第３ 審査の対象 
   令和６年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率 

第４ 審査の着眼点 
   審査に当たっては、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる

事項を記載した書類が法令に適合し、かつ、正確であるかを主眼として審査を実施し
た。 

第５ 審査の主な実施内容 
   西之表市監査基準に基づき、市長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足

比率が関係法令に基づき適正に算定されているか、また、その算定の基礎となる事項
を記載した書類が関係法令に準拠して適正に作成されているかについて、提出された
資料と照合及び確認を行うとともに、関係職員からの説明を聴取する等の方法により
審査を実施した。 

第６ 審査の実施場所及び日程 
 １ 実施場所 

監査委員室 
２ 実施日程 

令和７年７月１１日から同年８月２６日まで 

第７ 審査の結果 
 １ 総合意見 

  審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事
項を記載した書類は、法令に適合し、かつ、適正に作成されているものと認められた。 

  なお、令和６年度の健全化判断比率及び資金不足比率は、次の表のとおりである。 
健全化判断比率 令和６年度 令和５年度 令和４年度 早期健全化基準 財政再生基準 
実 質 赤 字 比 率 － － － 14.29％ 20.0％ 
連結実質赤字比率 － － － 19.29％ 30.0％ 
実質公債費比率 8.9％ 9.0％ 9.4％ 25.0％ 35.0％ 
将 来 負 担 比 率 －  － 350.0％ － 

  ※実質赤字額、連結実質赤字額が生じていない場合は「－」と表示される。 
  ※将来負担比率が算定されない場合は「－」と表示される。 
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資 金 不 足 比 率 令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度 令和４年度 経 営 健 全 化 基 準 
地方卸売市場特別会計 － － － 20.0％ 

  ※資金不足が生じていない場合は「－」と表示される。 
 ２ 個別意見 
 （１）実質赤字比率について 
    当年度の実質収支額が黒字であり、実質赤字額が生じていないことから、算定さ

れない。 
 （２）連結実質赤字比率について 
    当年度の連結実質収支が黒字であり、連結実質赤字額生じていないことから、算

定されない。 
 （３）実質公債費比率について 
    実質公債費比率は8.9％となっており、前年度と比較すると0.1ポイント改善され

ており、早期健全化基準を下回っている。 
 （４）将来負担比率について 
    充当可能財源等が将来負担額を上回っており、算定されない。 
 （５）資金不足比率について 
    地方卸売市場特別会計において、資金不足はなく、経営健全化基準以下となって

いる。 
 ３ 是正改善を要する事項 
   特に指摘すべき事項はない。少子高齢化により将来的に社会保障費の増大が見込ま

れるほか、鴨女町団地集約・建替事業や多世代交流施設の整備など、公共施設の維持
管理等に要する費用の増加が予想されることから、「選択と集中」により効果的かつ効
率的な事務事業の推進に努め、引き続き健全な財政運営に努められたい。 

 
 
 
 
 

2




